
北湯沢温泉ケアハウス クアリゾート４５３ 利用料金表 
平成２７年 ７月 １日 改正  

対 象 収 入 に よ る

階 層 区 分 
生 活 費 

サービスの提供

に要する費用 
居住に関する

費用 
合  計 

（５月～９月） 
合  計 

（１０月～４月）

１ ～１５０万円 

 
 
 
４３，７００円 

 
冬期加算 

１０月～４月 
８，１００円 

１０，０００円

 
２１，０００円

 
 

７４，７００円 ８２，８００円

２ ～１６０万円 １３，０００円 ７７，７００円 ８５，８００円

３ ～１７０万円 １６，０００円 ８０，７００円 ８８，８００円

４ ～１８０万円 １９，０００円 ８３，７００円 ９１，８００円

５ ～１９０万円 ２２，０００円 ８６，７００円 ９４，８００円

６ ～２００万円 ２５，０００円 ８９，７００円 ９７，８００円

７ ～２１０万円 ３０，０００円 ９４，７００円 １０２，８００円

８ ～２２０万円 ３５，０００円 ９９，７００円 １０７，８００円

９ ～２３０万円 ４０，０００円 １０４，７００円 １１２，８００円

10 ～２４０万円 ４５，０００円 １０９，７００円 １１７，８００円

11 ～２５０万円 ５０，０００円 １１４，７００円 １２２，８００円

12 ～２６０万円 ５７，０００円 １２１，７００円 １２９，８００円

13 ～２７０万円 ６４，０００円 １２８，７００円 １３６，８００円

14 ～２８０万円 ６８，１００円 １３２，８００円 １４０，９００円

15 ～２９０万円 ６８，１００円 １３２，８００円 １４０，９００円

16 ～３００万円 ６８，１００円 １３２，８００円 １４０，９００円

17 ～３１０万円 ６８，１００円 １３２，８００円 １４０，９００円

18 ３１０万円～ ６８，１００円 １３２，８００円 １４０，９００円

※この表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として設定することが適当でないものを

除く）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいます。 
※本人からのサービスの提供に要する費用（月額）は上記の表により求めた額とします。 
※夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１をそれぞれ個々の

対象収入とし、その額が１５０万円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用につ

いては、上記の表の額から３０％減額した額とします。この場合１００円未満は切り捨てるものとします。 

※月の途中から利用される場合は、生活費・サービスの提供に要する費用・居住に関する費用は日割り計算

となります。尚、平成２３年７月１日以降に月の途中から利用された場合のサービスの提供に要する費用に

ついては、入所当該月の徴収は行わず、翌月より徴収致します。 

※居住に関する費用は、施設利用料（家賃相当）になります。 

※居室で使用する電気料・電話料・水道料・給湯料は実費負担して頂きます。 

※サービスの提供に要する費用・生活費等については、北海道保健福祉部からの通達により年度途中で変更

となる事があります。その場合には、指定された月に遡って精算させて頂きます。 
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